
令和６年11月1日 罰則強化！！

ながらスマホは道路交通法違反
違反した場合は「６月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
等が課せられることがあります。また相手にけがを負わせた場
合は、重過失傷害等に問われたり、被害者から損害賠償を求め
られたりすることがあります。
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自転車のながらスマホ


